
　詳細は下記問い合わせ先までご相談ください。

空き家解体補助事業についてのご案内
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■

町外から転入された方へ

【問い合わせ】　白鷹町企画政策課コミュニティ推進係　☎ 87-0830
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東京圏から移住された方へ
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空き家をお持ちの方へ

■
　

5,000

10,000

空き家の管理でお困りの方へ

お住まいをお探しの方へ

■
　

【問い合わせ】　白鷹町建設課　都市・住宅係　☎ 87-0784

【問い合わせ】白鷹町空き家対策ネットワーク協議会　事務局：( 有 ) 守屋工務店内　☎ 85-2540

県外から移住された方へ
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